
 １４：４６ 地震発生 

 １４：５０ 官邸対策室設置（地震）、緊急参集チーム呼集 

 １５：００ 緊急参集チーム協議開始 

 １５：１４ 緊急災害対策本部設置（本部長：内閣総理大臣） 

 １５：３７ 第１回緊急災害対策本部会議開催 

       「災害応急対策に関する基本方針」策定 

 １６：００過ぎ 第２回緊急災害対策本部会議開催 

 １６：３６ 官邸対策室設置（原子力災害） 

      原子力災害対策特別措置法第１５条事象発生（福  

      島第一１、２号機） 

 １９：０３ 原子力緊急事態宣言発令（福島第一）、原子力            

      災害対策本部設置（本部長：内閣総理大臣）、第１ 

      回原子力災害対策本部会議開催 

 １９：２３ 第３回緊急災害対策本部会議開催 

初動対処の例［平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震対応経緯］ 

（平成２３年３月１１日（金）） 


